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平成20年4月から�
新しい高齢者医療制度がスタートします�
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回目�3回目�

　町では、子育て世帯の経済的なご負担を軽減するため、乳幼児医療費の支給対象年齢を次のとおり改正します。�

平成20年１月診療分から、乳幼児医療費の通院分�
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児童手当の手続きはお済みですか？�児童手当の手続きはお済みですか？�児童手当の手続きはお済みですか？�

乳幼児医療費受給資格証の交付を受けているかた�

乳幼児医療費受給資格証の交付を受けていないかた�

�
�
　新しい受給資格証を１２月下旬に郵送しますので、
改めて手続きをする必要はありません。新しい受
給資格証は、平成２０年１月診療分からお使いくだ
さい。�
�
�
　乳幼児医療費の登録申請が必要になりますので、
福祉課窓口でお早めに手続きをお願いいたします。�
手続きに必要なもの�
◎印鑑�
◎対象となるお子さんの名前が記載されている健
康保険証�
◎申請者名義の振込先口座が分かるもの（郵便局
以外）�
�
�
支給対象となる期間　乳幼児医療費の登録申請を

した日から小学校就学前（６歳に達した後の最初
の３月３１日）まで�
※　なお、出生、転入の日の翌日から１５日以内
に登録申請を行った場合は、出生、転入の日の
診療分から支給します。�

支給額　医療機関の窓口で支払った額のうち保険
診療分を支給します。�
※　加入している健康保険から、高額療養費、附
加給付金等が支給される場合は、その分を除い
た額を支給します。�

※　入院時の食事代、保険診療の対象外のもの
（差額ベッド代、薬の容器代、健康診断、予防
接種、文書料等）は支給されません。�

�
　保険証の変更、氏名変更、離婚等による保護者
変更などの場合は、必ず届け出をしてください。�
�
�
問合せ　福祉課児童福祉担当　内線１６５�

乳幼児医療費制度�

　児童手当は、小学校修了前の児童を養育し、所
得が一定額未満であるかたを対象に支給されます。�
支給額（月額）�
３歳未満の児童…一律１万円�
３歳以上の児童…第１・２子　５千円�
　　　　　　　　第３子　　　１万円�
支給時期　２月・６月・１０月（各月５日）�
所得制限限度額�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（注）特例給付とは、厚生年金等の加入者で、所
得制限により児童手当に該当しないかたの特例と
して、所得が一定額以内の場合に児童手当と同額
が支給される制度です。�

　受給対象者で手続きをしていないかたは、「認定
請求書」を福祉課窓口（公務員の場合は勤務先）
へ提出してください。認定された場合、請求月の
翌月分から支給されます。�
※町外へ転出される場合は、転出先で再申請が必
要です。�

�
手続きに必要なもの�
◎認定請求書�
（福祉課窓口にあります。）�
◎保護者の保険証の写し等�
（国民年金に加入しているかたは不要）�
◎保護者の口座番号�
◎印鑑�
◎平成１９年度児童手当用所得証明書�
（平成１９年１月１日に白岡町にお住まいのかた
は不要）�

�
�
問合せ　福祉課児童福祉担当　内線１６６�

通　院� 入　院�

（現行どおり）�改正前� 改正後（※）�

小学校就学前（６歳に達した後
の最初の３月31日）まで�

４歳児まで�
小学校就学前（６歳に達した後
の最初の３月３１日）まで�

※平成２０年１月１日診療分から�

扶養親族等の数�

０人�
１人�
２人�
３人�
４人�
５人�

児童手当限度額�

４６０万�
４９８万�
５３６万�
５７４万�
６１２万�
６５０万�

特例給付限度額�

５３２万�
５７０万�
６０８万�
６４６万�
６８４万�
７２２万�
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